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「川崎駅周辺総合整備計画（案）」の策定に伴うパブリックコメントの実施結果と主な変更点について 

 

１ 概要 

  川崎駅周辺における社会環境や駅周辺を取り巻く状況変化などを踏まえ、これまでの取組成果を活かしつつ、新たな課題等に対応し

た多様な魅力と活力にあふれたまちづくりを推進するため、「川崎駅周辺総合整備計画」（案）を取りまとめ、本計画案について市民の

皆さまから御意見を募集しました。 

その結果、２８通（意見総数５３件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれに対する市の考え方を次のとおり公表し

ます。 

 

２ 意見募集の概要 

題名 「川崎駅周辺総合整備計画（案）」に関する意見募集について 

意見の募集期間 令和８年１月２８日（水）～令和８年２月２７日（金） 

意見の提出方法 郵送、持参、ＦＡＸ、電子メール等 

意見募集の周知方法 ・市政だより（令和８年２月１日号掲載）  ・市ホームページ 

・資料の閲覧（かわさき情報プラザ、各区役所市政資料コーナー、支所・出張所、図書館（本館・分館）、 

市民館（本館・分館）、教育文化会館、まちづくり局拠点整備推進室 ほか 

意見の公表方法 ・市ホームページ 

・資料の閲覧（かわさき情報プラザ、各区役所市政資料コーナー、支所・出張所、図書館（本館・分館）、 

市民館（本館・分館）、教育文化会館、まちづくり局拠点整備推進室 

 

３ 意見募集の結果 

意見提出数（意見件数） ２８通（５３件） 

内 訳 郵 送 ０通（ ０件） 

持 参 ３通（１４件） 

ＦＡＸ ０通（ ０件） 

電子メール １９通（３１件） 

その他（説明会等） ６通（ ８件） 
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４ 御意見の内容と対応 

（１）実施結果 

  ア 実施期間：令和８年１月２８日（水）～令和８年２月２７日（金） 

  イ 意見総数：２８通５３件 

  ウ 意見の対応区分 

 

（２）主な意見と本市の対応 

ア 主な意見 

   計画の全般に関して、本市の玄関口にふさわしい多様な魅力と活力にあふれたまちづくりについて期待・賛同する御意見や、再

開発、交通環境、回遊性やまちの賑わいづくり等に関する御意見・ご要望などが寄せられました。 

 

イ 本市の対応 

いただいた御意見は、その趣旨が計画案に沿ったものや、計画案に対する御要望・御提案などであったことから、一部御意見を踏

まえ、案の趣旨をより分かりやすく示すために、防災機能の強化や地域資源に関する説明の追記や必要な時点修正を計画案に加え、

「川崎駅周辺総合整備計画」の策定を行います。 

項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

１ 計画全般について （３ページ～）  ４  １  ５ 
２ 計画に関連する取組について （４ページ～） ３ １１ ２ ２１  ３７ 
３ その他（１７ページ～）   ８  ３ １１ 

合計 ３ １５ １０ ２２ ３ ５３ 
【対応区分】Ａ：意見を踏まえ、反映したもの Ｂ：意見の趣旨が案に沿ったもの Ｃ：今後の参考とするもの 

Ｄ：質問・要望で、案の内容を説明するもの Ｅ：その他 
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１ 計画全般について（５件） 

No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

１  大きく変化する川崎駅周辺のまちづくりに期待し

ている。 

 引き続き、本計画に基づき、本市の玄関口にふさわしい多様な魅力と活力

にあふれたまち川崎の実現に向けたまちづくりに取り組んでまいります。 

Ｂ 

２ 川崎駅周辺が住みやすいイメージのよいまちにな

ることに期待している。 

３ 以前と比べて、まちづくりが進み、まちのイメー

ジが良くなったと感じている。 

胸をはって川崎に住んでいると言えるようになっ

た。 

４ 10 年前から川崎に住んでいて、まちのイメージが少

しずつ良くなっていると思うので、今後も川崎が良

いイメージになるようなまちづくりに期待してい

る。 

５ 全体及び主な構成要素（交通ネットワーク）のゾ

ーニング図において、【賑わい交流核】が川崎駅東口

駅前地区地区計画では A 地区のみにプロットされ、

B 地区にはプロットされていません。川崎駅東口駅

前地区地区計画の目標には、「新しい『川崎市の顔』

となるまちづくりを進めること」や「来街者が安全

かつ安心して憩える市街地を形成すること」が掲げ

られています。 

そのため、今後 12 年間という中長期の方向性を

示す本計画においては、B 地区についても【賑わい

交流核】の形成を目指して再整備を推進するエリア

として位置づけ、ゾーニング図上にプロットするこ

とで、中長期的なビジョンを明確に示してください。 

本計画のゾーニング図については、令和 19（2037）年度までの計画期間

におけるまちづくりを概念的に表現しております。川崎駅東口駅前地区地

区計画のＢ地区はゾーニング図に表現しておりませんが、周辺には、市内最

大規模の商店街や地下街等の商業施設が集積しています。こうした既存の

商業機能の集積等を活かし、「既存ストックを活用した賑わいの創出」や「賑

わいと活力に満ちた身近な商店街の形成」に取り組むことで、まちの賑わい

づくりを推進してまいります。 

 

Ｄ 
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２ 計画に関連する取組について（３７件） 

No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

１ 駅周辺にある商店街も独自のイベントを行うなど

地域資源の一つと考える。 

川崎駅周辺では、市内最大規模の商店街、地下街等の商業施設が集積して

いることから、本計画において、「賑わいと活力に満ちた身近な商店街の形

成」として、駅周辺のイベントを支援し、中心市街地の魅力発信や魅力ある

まちづくりを進める活動を支援することを位置づけるなど、重要な地域資

源として捉えております。 

御意見を踏まえ、その趣旨がより分かりやすく伝わるよう、「３ 目指す

市街地像・まちづくりの基本方針と基本施策等」の「（２）ゾーニング図の

主な構成要素」に身近な商店街の位置図を追記いたしました。 

 

Ａ 

２ 新庁舎とあわせて市役所広場（旧第２庁舎跡地）

もでき、様々なイベント開催や人々が憩える公共空

間として活用がされていると思うが、計画に記載が

ないことに違和感がある。 

本計画では、「（21）既存ストックを活用した賑わいの創出」を位置づけて

おり、本計画の計画改定にあたり主な視点として、「道路・公園等、公共空

間の有効活用」を位置づけ、道路・公園等を活用したイベントの開催など公

共空間の有効活用により、えき・まち・みち・かわが一体となった賑わいづ

くりや中心市街地の活性化を推進することとしております。 

市役所広場においても、「みんなの川崎祭」等により公共空間の活用によ

る賑わいの創出を図っているところですが、更なる活用に向けて、御意見を

踏まえ、その趣旨がより分かりやすく伝わるよう、「２ 駅周辺のまちづく

りの状況」や「４ 計画期間の取組等」に市役所広場の活用状況を追記いた

しました。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

３ 計画期間の取組等の「みどり」を活かしたまちづ

くりの推進や市民意見等の把握のみどりに関する意

見です。 

①街路樹の空間を３次元的に構成する。 

②地表面へ追加の草花を植えて緑の面積を増やす。 

③地表面へ追加の低木を植えて緑の面積を増やす。 

④地表面へ追加の中間の高さの木を植えて緑の面積

を増やす。 

⑤地表面へ追加の高さの高い木を植えて緑の面積を

増やす。 

⑥緑化の密度を上げる。CO2 の吸収量を増加する。 

 

本計画では、「（19）まちの価値向上につながる「みどり」空間整備・活用」

を位置づけており、計画期間の取組として、街路樹の適正な維持管理の推進

や駅前や市役所通りなどの花壇における市民協働の取組、民間開発の機会

を捉えたまとまり・つながりのある緑化空間の創出などを進めることで、

「みどり」を活かしたまちづくりを推進してまいります。 

Ｂ 

４ 東海道川崎宿について、本町付近が旧東海道の宿

場の中心だったにもかかわらず川崎駅が鶴見寄りに

ずれて設置されたためさびれている。 

空襲で焼けてしまったので江戸時代の東海道を感

じさせるものが沿道にまったくなく、東海道かわさ

き宿交流館だけでは観光地として不足している。 

 

本計画では、「（４）東海道の歴史と文化を活かしたまちづくりの推進」を

位置づけており、主な取組として、東海道かわさき宿交流館を拠点とした歴

史・文化を活かしたまちづくりの推進や民間企業・商店街の協力による江戸

風意匠の街なみの推進などを進めることで、地域の皆さまとともに地域へ

の愛着を持てる魅力あるまちづくりを推進してまいります。 

また、旧東海道沿道の道標につきましては、史跡案内板や街路灯に設置し

ている行灯などにより、わかりやすい案内に努めているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 
５ 八丁畷駅前の踏切そばが丁字路に改変され東海道

の道筋が分かりづらくなっているので、旧東海道の

道しるべを作ってほしい。 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

６ 川崎駅東口周辺は、権利関係の複雑化や工事費が

高騰しているため、再開発が中々進まないのはわか

りますが、川崎市が各種制度を新設または有効活用

し、再開発を誘導することが川崎駅周辺の発展には

必要ではないでしょうか。 

今までのように民間や地権者任せでは、首都圏の

都市間競争の中では埋没してしまいます。まずは老

朽化している駅ビルの建て替えや旧さいか屋跡地の

高度利用を川崎市がリーダーシップを発揮して取り

組むべきです。西口とパイを奪い合うのではなく、

全体としてパイを拡大する発想が本計画に足りない

のではないでしょうか。 

 

川崎駅東口周辺につきましては、本計画では、「（２）駅前等の施設などの

機能更新と高度利用」を位置づけており、主な取組内容として、京急川崎駅

西口地区や川崎駅東口駅前地区等の民間開発の誘導を行うことで、駅前地

区等の高経年施設などの機能更新の機会を捉え、土地の高度利用と都市機

能の集積を推進してまいります。 

Ｄ 

７ 京急川崎駅西側の再開発の良い波及効果が堀之内

エリアなどを含めた京急川崎駅北東側にも出るよう

に基盤の整備や、さらなる開発を進めていただきた

い。 

京急川崎駅周辺地区では、地理的優位性やこれまで培われた資源を活か

し、民間活力を活かした川崎の玄関口にふさわしい賑わいを創出するため、

京急川崎駅西口地区の再開発事業やカワサキアリーナシティプロジェクト

を計画的に誘導し、都市基盤再編を着実に進めることで、周辺への波及効果

の高いまちづくりを進めてまいります。 

 

Ｂ 

８ 多摩川高架の下の南側歩道については、自転車や

ベビーカーの走行ができるように段差をなくしてほ

しい。 

本計画では、「（５）誰もが安全・安心に通行でき、居心地のよく歩いて楽

しいウォーカブルな環境の整備」を位置づけており、主な取組内容として、

歩道のバリアフリー化に向けた検討・整備に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

Ｂ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

９ 旧・大日日本電線跡のエリアが、川崎市の玄関口

にふさわしい多様な魅力と活力にあふれたまちを目

指す川崎市の一等地に相応しい魅力的な機能更新と

高度利用がなされていく街区として再編されるよう

に誘導すべく、エリアの一体的な再整備までを視野

に入れた将来的な再々開発を考える勉強会を立ち上

げるようにして頂きたくお願いいたします。 

 

川崎駅東口周辺の整備につきましては、本計画では、「(2)駅前等の施設な

どの機能更新と高度利用」を位置づけており、主な取組内容として、川崎駅

東口駅前地区等の民間開発の誘導に取り組むことで、高経年施設などの機

能更新の機会を捉え、土地の高度利用と都市機能の集積を推進してまいり

ます。 
Ｄ 

１０ 川崎駅周辺を運行する路線バスを減らさないでほ

しい。 

本計画では、「（６）交通環境の整備」を位置づけており、「川崎市地域公

共交通計画」等に基づき、バス運転手等担い手不足などの身近な地域交通に

係るさまざまな交通課題に対応するとともに、市民の暮らしやすさと移動

しやすさを組み合わせた持続可能な交通環境の形成等に向けた取組を進め

ることで、利用しやすい交通環境の形成を推進してまいります。 

 

Ｃ 

１１ 川崎市役所本庁舎前の「市役所広場」で、もっと

イベントを行ってほしい。 

本計画では、「（21）既存ストックを活用した賑わいの創出」を位置づけて

おり、本計画の計画改定にあたり主な視点として、「道路・公園等、公共空

間の有効活用」を位置づけ、道路・公園等を活用したイベントの開催など公

共空間の有効活用により、えき・まち・みち・かわが一体となった賑わいづ

くりや中心市街地の活性化を推進することとしております。 

市役所広場においても、「みんなの川崎祭」等により公共空間の活用によ

る賑わいの創出を図っているところですが、更なる活用に向けて、引き続

き、取組を進めてまいります。 

 

 

 

 

Ｂ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

１２ 若者が活躍できるようなまちづくりを行ってほし

い。 

本市では、川崎らしい地域資源である若者文化の発信により本市の魅力

を高めることで若い人たちが集い、自らの可能性を広げ、挑戦できる環境作

りに向けた取組を進め、本市の「若い人が多い」、「若者による文化が盛んで

ある」という特徴を活かした持続可能なまちづくりを進めています。 

 また、 本計画では、「（５）誰もが安全・安心に通行でき、居心地のよ

く歩いて楽しいウォーカブルな環境の整備」を位置づけており、計画期間の

取組として、若者文化のアート等を活用した歩いて楽しいまちづくりを推

進してまいります。 

 

Ｂ 

１３ 暫定利用されている川崎駅東口駅前地区の「さい

か屋川崎店」跡地と同じ街区内に立地する商業施設

魅力を最大限に引き出して、川崎駅周辺に波及させ

るような開発計画をまとめ上げることが、必要な方

策と考えます。近隣商業との連携、連動、相乗効果

を念頭に置いた施設配置、動線、用途とすることを

基本コンセプトに組み込み、さいか屋跡を中心に街

区を一体的に再開発する事業計画への誘導を目指し

て、関係者の調整と総合的な開発の実現を、川崎市

をあげて推進して頂くことをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

川崎駅東口周辺の整備につきましては、本計画では、「(2)駅前等の施設な

どの機能更新と高度利用」を位置づけており、川崎駅東口駅前地区等の民間

開発の誘導に取り組むことで、高経年施設などの機能更新の機会を捉え、土

地の高度利用と都市機能の集積を推進してまいります。 

Ｂ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

１４ ＪＲ川崎駅南口改札の必要性に関する調査・検討

について、ＪＲ川崎駅の乗降客を東口全体に円滑に

回遊させるためには、川崎駅から地下街へのスムー

ズな人の流れを生む動線と、ＪＲ川崎駅の中央改札・

北改札からの駅利用者を吸引する駅ビルと地下街と

の相互の人の流れを活発にすることが重要であるた

め、ＪＲ川崎駅南口改札は地下街と同じ地下レベル

に東西地下自由通路とともに設置して、地下街の通

路に接続する計画とし、東西地下自由通路と駅ビル

の地下階も接続することで、相互の人の流れを生む

動線も構築する計画での検討をお願いします。 

 

本計画では、「（３）まちの一体的な回遊性の強化」を位置づけており、Ｊ

Ｒ川崎駅南口改札につきましては、これまでの地域からの要望等を踏まえ

つつ、駅周辺のまちづくり状況として、テレワークやオフピーク通勤などの

働き方の多様化による交通量の平準化が図られつつあることから、引き続

き、駅の乗降客数など、駅周辺の流れや動向を的確に把握しながら、鉄道事

業者と継続的に意見交換を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

Ｄ 

１５ ＪＲ川崎駅南口改札の必要性に関する調査・検討

にあたっては、もし川崎アプローチ線のホームを現

在の他のホームと同じ地上レベルに設けることが確

実なのであれば、駅利用だけの観点では南口改札と

そのコンコースは地下でなく橋上という選択もなく

はないかもしれませんが、その場合でも、現在のＪ

Ｒ川崎駅は東西を結ぶ中央改札も、北改札も、川崎

駅前東西連絡歩道橋も、すべて橋上のデッキレベル

なので、えき・まちが一体となった回遊性の強化や

賑わいづくりのためには、駅利用者が立体的にまち

に染み出して縦の回遊も促す構造に構築していくこ

とが効果的であるため、南口改札は地下に設けるの

がよいと考えます。 

 

Ｄ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

１６ 太陽光発電設備の導入促進については、ペロブス

カイト太陽電池や建材一体型太陽光発電ガラス等、

設置場所や設置条件の幅を大きく広げる可能性を期

待されている製品や新技術の普及促進施策を実施し

てほしい。 

 

本計画では、「(15)脱炭素社会を目指したまちづくりの推進」を位置づけ

ており、再エネ・省エネ機器等の導入促進に向けた取組や関連情報の発信等

を通じ、脱炭素社会を目指したまちづくりを推進してまいります。 

 

  

Ｄ 

１７ 計画案の「環境配慮型都市」の実現に向け、地下

街の LED 化や高効率空調への更新、BEMS（ビルエネ

ルギー管理システム）導入に対する財政的・技術的

支援を明記してほしい。 

本市では、環境配慮型都市の実現に向け、省エネ機器等の導入を促進し、

官民の連携による持続的な取組を推進していくこととしています。地下街

を含む民間施設における LED 化や高効率空調への更新等省エネの取組につ

いては、国や様々な機関の支援策や本市の関連施策の活用も踏まえ、その促

進に努めてまいります。 

 

Ｄ 

１８ 駅周辺の環境美化推進のためのポイ捨て防止の取

組は、路上等での歩行者への注意・指導だけでなく、

車道の中央植栽帯等へのゴミの投棄も含めた、道路

空間全般のポイ捨てへの取り締まり強化や清掃によ

る美観維持対策についても、重点的に取り組んでい

ただきたく、当初４か年の主な取組内容に追記して

ほしい。 

本計画では、「(17)駅周辺の環境美化の推進」を位置づけており、路上等

での喫煙防止やごみのポイ捨て防止の啓発活動、注意・指導などを継続的に

実施してまいります。また、道路清掃については、業務委託により年間を通

じて実施しております。今後も引き続き、パトロールなどで状況把握し、適

正な清掃業務を行ってまいります。 

 

 

 

Ｂ 

１９ エリアマネジメント団体の組成にあたっては、コ

ラムに記載された［（一社）大手町・丸の内・有楽町

地区まちづくり協議会］で中心的な役割を果たして

いる企業にヒアリングしてみるのがよいと思う。 

 

 

本計画に基づくエリアマネジメント団体の組成に向けては、全国で既に

取組が行われているエリアマネジメントの先進事例について、ヒアリング

を行うなど研究させていただきながら、取組を進めてまいります。 
Ｂ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

２０ 川崎市の表玄関であり、川崎市全体の都市イメー

ジも大きく左右する川崎駅周辺地区においては、風

紀や美観、治安に悪影響をもたらす要素を極力排除

することが公共の福祉に適います。路上喫煙禁止や

ポイ捨て禁止の徹底強化と拡充を基本方針の一つと

して頂き、安全・安心な風格と品格のあるまちづく

りをお願いします。 

 

本計画では、「７ 美しい都市景観・都市環境の形成」を位置づけており、

駅周辺ではさまざまな人が行き交うことから、マナー向上に向けた取組を

進めることで、駅周辺の環境美化を推進してまいります。 

Ｂ 

２１ 京急川崎駅の北口改札等の検討について条件によ

っては可能ではないか。 

アリーナでのイベント開催の時の迂回路にも利用

され、旧東海道の発展及び「東海道かわさき宿交流

館」の利用も増え地元発掘にも寄与されると思いま

す。 

【同趣旨他１件】 

 

本計画では、「（３）まちの一体的な回遊性の強化」を位置づけており、京

急川崎駅東西の回遊性強化に関する調査・検討につきましては、引き続き、

事業者、地元との丁寧な意見交換や情報共有、調整を図ってまいります。 

 
Ｄ 

２２ ＪＲ川崎駅北口より市街地方面に抜ける歩道は、

横断歩道の時間を短くしても渋滞がおこると思われ

ますので、横断歩道橋新設を検討いただけたらと希

望します。 

ＪＲ川崎駅と京急川崎駅間につきましては、歩行者の乗換え動線におけ

る安全性等が課題となっていることから、関係権利者の意向や施工条件等

を踏まえつつ、再開発事業との連携を図り、川崎府中線の相互通行化や、京

急川崎駅前の歩行者専用道路の整備など、歩行者空間の拡充による早期効

果の発現を最優先として事業を進めているところですが、引き続き、回遊性

の強化に向けた検討を進めてまいります。 

 

 

 

 

Ｄ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

２３ 浸水対策などの都市型水害にどのように備えてい

くかが重要である。 

本計画では、「４ 防災機能の強化」を位置づけており、川崎駅周辺にお

きましては、台風や大雨による洪水や内水氾濫の防止や軽減に向けて、多摩

川の河川整備、下水道管きょ等の整備や各種ハザードマップの公表などハ

ード・ソフト両面から、各関係者が連携してさまざまな取組を進めておりま

す。 

引き続き、これらの取組を推進するとともに、国の動向や御意見等を踏ま

え、その趣旨がより分かりやすく伝わるよう「４ 防災機能の強化」に浸水

対策などの防災対策に取り組む旨を追記いたしました。 

 

Ａ 

２４ 大規模な浸水被害（多摩川氾濫等）を想定した際、

地下街は避難先ではなく浸水リスク箇所となるた

め、地上部の排水能力向上や、止水壁・防水扉の整

備において、周辺再開発街区と地下街が一体となっ

たハード整備を計画に盛り込んでほしい。 

本計画では、「４ 防災機能の強化」を位置づけており、川崎駅周辺にお

きましては、台風や大雨による洪水や内水氾濫の防止や軽減に向けて、多摩

川の河川整備、下水道管きょ等の整備や各種ハザードマップの公表などハ

ード・ソフト両面から、各関係者が連携してさまざまな取組を進めておりま

すが、防災対策の取組は重要なことから、引き続き、取組を進めてまいりま

す。 

 

Ｂ 

２５ 計画案における「防災拠点機能の強化」において、

地下街と周辺ビル、公共空間が連携した防災対策を

推進してほしい。 

川崎アゼリアとは、地震又は風水害その他の災害により鉄道等公共交通

機関が運行停止の状態になり、帰宅することが困難となった者（以下「帰宅

困難者」という。）に対して、一時滞在施設として使用すること等の協力に

関し、平成２４年１０月から協定を締結させていただいており、川崎駅周辺

における滞留者による混乱の抑制に向けた御協力をいただいているところ

です。一時滞在施設としてご協力いただくに当たって、駅・区役所・川崎ア

ゼリアとの間で、一時滞在施設の開設、運営状況を適宜確認し、帰宅困難者

の案内、誘導を的確に実施するために、簡易無線機を設置させていただいて

おります。また、風水害時におきましては、本市から洪水予報や避難情報等

を迅速に伝達する体制を整備しております。 

Ｄ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

２６ 地下街の通路や広場を、単なる「通路」としてだ

けではなく、ワークスペースやオープンカフェ、地

域産品の販売等に柔軟に活用できるよう、道路法や

消防法の解釈運用における行政の積極的な支援を求

める。 

本計画では、「９ まちの賑わいづくりの推進」を位置づけており、公共

空間の利活用を通じた賑わいの創出や回遊性の向上に資する取組を進めて

まいります。地下街や広場などの公共空間については、道路法により通行の

安全確保の観点から占用が制限されているほか、消防法により防火・避難上

必要な設備や通路の確保が義務づけられております。その上で、法令等の範

囲内において、公共空間の多様な活用に対するニーズに応えられるよう、引

き続き、対応に努めてまいります。 

 

Ｄ 

２７ 地上と地下で販促活動やポイント制度、観光案内

などを共通化するためのデジタル基盤（地域共通ア

プリ等）の整備を、市の主導で進めてほしい。 

地域共通アプリにつきましては、スマートフォンの普及やデジタル化の

進展などを背景に、商品購入の決済手段に限らず、ボランティア活動や健康

づくりへの参加に応じたポイント付与など、さまざまな活用が見られ、地域

の回遊性向上や利用促進に資する有効な手段の一つと認識しております

が、実施主体や対象エリア、運用手法等の課題もあることから、いただいた

御意見は今後の取組の参考とさせていただきます。 

 

Ｃ 

２８ 京急川崎駅西口の再開発について、建設費の高騰

で非常に苦しい時期になりますが、先延ばしにして

も費用が大幅に下がるという見込みや根拠も薄い状

況かと思います。 

川崎駅周辺は川崎市の顔、玄関口となる場所であ

り、開発や環境整備を妥協すれば相対的な市の価値

は長期的に下がっていく重要な局面です。 

 

 

 

 

本計画では、「１ 再開発の推進」を位置づけており、主な取組内容とし

て「京急川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業」を推進することとしてお

ります。当該事業については、京急川崎駅周辺地区における重要な事業と考

えており、引き続き、再開発事業の早期着手を事業者に働きかけてまいりま

す。 

Ｂ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

２９ 川崎駅東口周辺を再整備し、品が良い景観に統一

するとともに、まちをきれいにしてほしい。 

都市景観を美しく品良く統一するのであれば、ま

ず清潔感を維持することが前提にあり、その後初め

て駅ビル以外に都会的でセンスの良い女性も入りや

すい飲食店など入り、東口が治安の良い健全な都市

発展に繋がるのではないか。 

 

 

 

本計画では、「７ 美しい都市景観・都市環境の形成」を位置づけており、

駅周辺ではさまざまな人が行き交うことから、マナー向上に向けた取組を

進めるとともに、市民・事業者・行政との協働により、東海道の歴史や多摩

川の自然等の地域資源を活かした魅力と活力あふれる街なみづくりに取り

組むことで、健全な都市の発展に寄与するものと考えております。 
Ｄ 

３０ 壊れたコーンやロープなどが道路上に放置されて

いたり、道路が補修前と後で色が違う部分があるな

ど、まちとしてチグハグな印象を与える場所がある

ため、再整備後も都市景観を美しく統一して保つ意

識が市全体として必要だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画では、「(17)駅周辺の環境美化の推進」を位置づけており、道路施

設の美化に向けた取組等を推進してまいります。 

Ｄ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

３１ 道路上に設置されている喫煙所について、面積を

減らしていく、同じ場所なら幅広の花壇や低い樹木

を周りに設置して喫煙所外に人が立てないようにし

て巡回する、人通りが少ない場所に喫煙所を移すな

ど、路上喫煙者を減らす、定期的に巡回してマナー

を守る対策を再整備と共に行ってほしい。 

駅前でのタバコゴミのポイ捨ても罰金制度を使用

してほしい。 

本計画では、「(17)駅周辺の環境美化の推進」を位置づけており、計画期

間の取組として、喫煙者のマナー向上に向けた効果的な広報・啓発、適切な

分煙環境の充実に取り組むこととしております。 

路上喫煙の防止に向けた取組として、指定喫煙場所には、喫煙者を特定の

場所へ誘導し、重点区域内の路上喫煙やポイ捨てを減らす目的があり、駅か

ら遠く離れた場所に設置するとその目的を果たさなくなる可能性があるこ

とから、駅周辺に設置しております。なお、指定喫煙所につきましては、厚

生労働省から発出された「屋外分煙施設の技術的留意事項」に基づき、順次

整備を行っております。 

また、喫煙所の外で喫煙する者を含む路上喫煙者に対しては、引き続き、

路上喫煙防止指導員の巡回によりルール・マナーを周知するととともに注

意・指導を行い、注意・指導しても中止しない場合は過料を徴収することと

しています。ポイ捨て防止の取組につきましては、散乱防止重点区域内にお

いて飲料容器等散乱防止指導員の巡回によるルール・マナーを周知すると

ともに、ポイ捨て行為を発見した場合には注意、指導を行い、注意・指導し

ても従わない悪質な場合には、過料を徴収することとしています。 

 

Ｄ 

３２ 川崎駅前の喫煙所は、板で区切っただけの簡易的

な囲いのため、タバコの煙が風に乗りバス待ちや信

号待ちをしている人に向けて撒き散らされている。 

簡易的な囲いではなく閉鎖型の喫煙所に置き換え

るなどをして、望まぬ受動喫煙を防止することがタ

バコを吸う人・吸わない人双方にとって過ごしやす

い街となると思う。 

本計画では、「(17)駅周辺の環境美化の推進」を位置づけており、計画期

間の取組として、喫煙者のマナー向上に向けた効果的な広報・啓発、適切な

分煙環境の充実に取り組むこととしております。 

指定喫煙所につきましては、厚生労働省から発出された「屋外分煙施設の

技術的留意事項」に基づき、順次整備を行っており、また、煙やにおいの原

因の多くが、はみ出しの喫煙によることから、引き続き、路上喫煙防止指導

員の巡回により喫煙所の外で喫煙する者を含む路上喫煙者へのルール・マ

ナーの周知ととともに、注意・指導を行う等、タバコを吸う人・吸わない人

双方にとって過ごしやすい街となるよう、取り組んでまいります。 

Ｄ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

３３ JR川崎駅から京急川崎駅までの行き方が分かりに

くいため、地図や分かりやすい案内表示の設置を希

望する。 

本計画では、「（12）ユニバーサルデザインの推進」を位置づけており、計

画期間の取組として、誰もがわかりやすい公共サインの整備に取り組むこ

ととしております。今後の京急川崎駅周辺の再開発事業等の機会を捉え、車

道を集約し、川崎府中線の相互通行化を図り、京急駅前については歩行者専

用道路として確保するなど、両駅の乗り換え利便性の向上とともに、駅前の

ゆとりや、賑わいを生む滞留スペースを創出するなど、ウォーカブルなまち

づくりを推進しているところです。 

案内表示につきましては、こうした取組と効果的に連動させることが重

要と考えておりますので、新たな案内サインの設置に加え、既存の案内サイ

ンの更新や路面標示の充実など、関係部署と連携しながら、より分かりやす

い誘導案内を検討してまいります。 

 

Ｄ 

３４ 東口バス乗り場が使いづらい。 

バスから降りて駅に行く人、駅からバス乗り場に

行く人が混在して歩きにくい。例えば、駅に近い場

所に「降車専用」を設け、乗り場と分けてはどうか。 

また、バス乗り場まで行くのに信号があるため、

信号無視する人がいることなどから、安全面におい

ても、駅からバス乗り場（バス乗り場から駅）まで

信号がないスムースな動線を望みます。 

本計画では、「３ 利用しやすい交通環境の形成」を位置づけており、取

組内容として、JR 川崎駅東口バス島内の利用環境の調整等を行ってまいり

ますが、引き続き、交通事業者等と連携して、東口バス広場の利用環境の検

討を行ってまいります。 
Ｄ 

３５ 駅周辺にベンチ等の設置が少なく休む所がないた

め、小さなお子様連れの方や高齢者等がゆっくり休

める場所がほしい。 

計画では、「(5)誰もが安全・安心に通行でき、居心地のよく歩いて楽しい

ウォーカブルな環境の整備」を位置づけており、車道から歩道への転換や、

民間空地等の活用により、みどり・インフラ等を配置しながらより使いやす

く居心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまちづくりを推進に向けて取

り組む中においては、利用状況などを考慮し必要に応じてベンチ等の設置

も含めて検討してまいります。 

Ｄ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

３６ ペット同伴ができる場所が少ない。多様性を謳う

川崎ならば、「ペットに優しい街づくり」を目指して

もよいのではないか。 

例えば、河川敷にドッグランを造るとか、ペット

に関するイベント（運動会・しつけ等）や勉強会を

開催するなど。 

ペット関連の取組につきましては、利用状況などを考慮し必要に応じて

検討してまいります。なお、川崎区内には富士見公園や東扇島東公園わんわ

ん広場に公共のドッグラン施設があります。 

 

 

 

Ｄ 
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３ その他（１１件） 

No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

１ アリーナでの大規模イベントが開催される際、最

寄りとなる京急川崎駅西口には自動改札３通路しか

ない。これでは退場時に一気に押し寄せる観客をさ

ばくのに貧弱すぎる。 

JR 川崎駅西口に誘導できるよう、蒲田寄りのガード

をくぐってラゾーナ川崎方面に人流を分散させる工

夫が必要。           

【同趣旨他２件】 

 

アリーナイベント時の人流対策については、事業者から令和６年３月に提

出された環境影響評価資料によると、アリーナにおける興行開催時は、座席

エリアごとに退場時間を設けるなど規制退場の実施、及び、京急川崎駅や川

崎駅東口・西口などへの誘導員による誘導等を行うことで、周辺道路への影

響低減に努めることとされていますが、引き続き、事業者と連携して検討を

行ってまいります。 

Ｃ 

２  川崎府中線の相互通行化について、駅周辺の自動

車動線が大きく変わるにも関わらず、現地に全体計

画を示す看板等が設置されてなく、川崎市は十分な

周知ができていない。 

全体計画を周知しないと京急川崎駅前で交通事故が

多発する可能性があるため、交通事故防止のために

即相互通行化の全体計画を現地にて周知していただ

きたい。 

京急川崎駅周辺地区の都市基盤再編については、本年２月２８日の深夜か

ら川崎駅前の川崎府中線の相互通行化を実施したところです。 

現地での事前周知については、1 か月程前から看板や横断幕等を設置し順

次様々な周知をしてきたところです。また、現地では、動線変更により戸惑

われている利用者もいることから、交通誘導員の配置や案内誘導看板等を設

置するなど対応を行ってきたところですが、現地状況を注視するとともに、

引き続き、警察とも連携しながら、円滑な交通動線の確保に向けた取組を進

めてまいります。 

 

Ｃ 

３  川崎市の玄関口にふさわしい広域拠点としての重

要性向上のため、川崎駅から新川崎駅を経由し日吉

駅までを結び、横浜市営地下鉄グリーンラインに乗

入する新路線の実現可能性の検討をお願いいたしま

す。 

現時点、「川崎駅から新川崎駅を経由し日吉までを結び、横浜市営地下鉄

グリーンラインに乗り入れる新路線」の計画は、現時点ではございませんが、

本市拠点機能及び拠点間連携の強化に向けた交通ネットワークの形成につ

きましては、既存ストックを最大限に活用した鉄道路線の整備、幹線道路網

の整備等の取組を推進してまいります。 

 

 

Ｅ 
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No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

４ 川崎駅周辺整備に多くの人的・物的・財政的な資源

を割り当てるにあたっては、川崎駅の魅力や価値の

向上効果を内陸部も含めた川崎市全域に波及させる

方策と連動させてこそ意義があり、宮前区や麻生区

などのイメージの良い良質な住宅エリアから川崎駅

までの短時間のアクセスを実現する基幹交通基盤の

構築が、本計画による川崎駅周辺整備の効果を川崎

市全体に波及させるためにも必要な方策だと思う。 

 

本市拠点機能及び拠点間連携の強化に向けた交通ネットワークの形成に

つきましては、既存ストックを最大限に活用した鉄道路線の整備、幹線道路

網の整備等の取組を推進してまいります。 

Ｅ 

５  アリーナや再開発の解体・新築工事の大型車両等

の進入等について、国道 409 号線２車線の道路を使

用すると思うが、今でも渋滞が激しく久根崎の信号

まで渋滞が見られている状況にも関わらず、工事期

間中の道路使用説明が地元住民にされていない。 

アリーナ工事期間中の渋滞対策について、工事施行者が決定したタイミン

グなど節目の機会を捉えて、工事期間中の環境保全対策等の周知方法等につ

いて事業者等と協議するとともに、事業の進捗状況等を地域住民へ共有して

まいります。 

 

Ｃ 

６  アリーナでゲームが開催され入場者数 15,000 人

の内１％（150 人）の人が車で来た時の駐車場問題は

どう考えているのか。 

アリーナイベント時の駐車対策については、事業者から令和６年に提出さ

れた環境影響評価資料によると、アリーナにおける興行開催時の来場者等に

対して、駐車場がない旨をホームページ等で周知し、公共交通機関の利用を

促すこととされています。本アリーナは駅至近で公共交通機関に容易にアク

セスが可能なことから、本市といたしましても事業者に対して来場者に公共

交通機関の利用を促進する取組を働きかけてまいります。 

 

Ｃ 

７  京急川崎駅西口再開発の中を通って対面通行にぬ

ける道路の道路幅が 12 メートルになると聞いてい

ますが、いつ着工しいつ完成予定になるのか。12メ

ートルには歩道も含まれているのでしょうか。 

京急川崎駅西口地区市街地再開発事業により整備される区画道路につい

ては、両側に２メートル以上の歩道が設置される道路幅員 12 メートルの区

画道路を令和８年度から着手し、令和 11 年度に完了を予定していると事業

者から伺っております。 

 

Ｃ 



20 
 

No 主な意見（要旨） 市の考え方 
対応 

区分 

８  京急川崎駅中央口よりダイスの前を通り市役所通

りへ抜ける道は今後どのような利用になるのでしょ

うか。 

京急川崎駅周辺地区の都市基盤再編については、本年２月２８日の深夜か

ら川崎駅前の川崎府中線の相互通行化を実施したところです。 

これにあわせ、ダイスと京急線線路の間の道路につきましては、路上荷捌

き施設の設置や、京急川崎駅から利用しやすい位置へのタクシー乗降場及び

身体障害者乗降場を設置し、暫定的に使用を開始するとともに、今後、ダイ

ス側の歩道の拡幅工事を行う予定です。引き続き、段階的に歩きやすい歩行

者空間の整備を実施してまいります。 

 
 

Ｃ 

９  京浜急行電鉄大師線第２踏切の 409 号線立体交差

事業化について、一度地元町内会長に集まっていた

だき、全体説明会を開いていただくことを希望する。 

京浜急行大師線連続立体交差事業２期区間（京急川崎駅～川崎大師駅間）

の中止に伴い、代替となる新たな踏切対策について、令和８年１月から２月

にかけて、周辺地域各戸へのポスティング、地元関係者への説明、オープン

ハウス型説明会の開催等により、取組内容を周知・説明いたしました。あわ

せて、踏切利用者や地域にお住いの皆様等へアンケート調査等により、ご意

見を伺ってきたところです。 

京浜急行大師線連続立体交差事業２期区間の新たな踏切対策につきまして

は、地域の皆様のご意見を踏まえ、引き続き、検討を進めるとともに、取組

状況について、地域への説明を行ってまいります。 

 

 

Ｅ 
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４ 素案からの変更点 

 （１）パブリックコメント等による市民意見を踏まえた変更 

※下線は変更箇所 

変更の概要 変更内容【変更後】 【変更前】 

 市役所広場（旧第２庁舎跡地）

の様々なイベント開催や人々が憩

える公共空間として活用に関する

御意見を受け、記載を追記 

 

（本編 P4・P28） 
・市役所広場の活用状況がわかる写真を掲載 

 

（本編 P4・P28） 
（記述なし） 

駅周辺にある商店街は、賑わい

づくりに資する地域資源の一つに

関する御意見を受け、記載を追記 

 

（本編 P17） 
・■主な構成要素（身近な商店街） 
 ●川崎駅周辺には、銀柳街や銀座街をはじめとした身

近な商店街が形成されています。駅周辺の商店街の

魅力や活力を活かし、周辺のまちづくりやイベント

等と連携したまちの賑わいづくりや回遊性の向上

などの取組を推進します。 
・ゾーニング図の主な構成要素（身近な商店街）の図を

追加 

（本編 P17） 
（記述なし） 

 都市型水害への備えの重要性に

関する御意見を受け、記載を追記 

 

（本編 P22） 
計画期間の取組 
・一斉帰宅の抑制の周知や帰宅困難者一時滞在施設の確

保等を行い、災害時における混乱の抑制や二次災害を防

止する取組を推進します。 
・国の動向等を踏まえた浸水対策等の防災対策に取り組

みます。 
 
当初４ヵ年の主な取組内容 
・一時滞在施設の更なる確保と地下街アゼリア等一時滞

在施設の機能充実 
・浸水対策等の防災対策の推進 
 

（本編 P22） 
計画期間の取組 
・一斉帰宅の抑制の周知や帰宅困難者一時滞在施設の

確保等を行い、災害時における混乱の抑制や二次災害

を防止するとともに、各種対策を推進します。 
 
 
 
当初４ヵ年の主な取組内容 
・一時滞在施設の更なる確保と地下街アゼリア等一時

滞在施設の機能充実 
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（２）関連する取組の進捗を踏まえた変更 

変更の概要 変更内容【変更後】 【変更前】 

 令和８年１月に「アリーナシティ・プロジェクトを

契機とした持続可能なまちづくりの推進に向けた連携

協定の締結」について公表されたことから、取組内容

やコラムとして反映 

（本編 P24） 
取組内容に「（Kawasaki 2050 Model）」を追記 

 

（本編 P25） 

コラムとして「Kawasaki 2050 Model」の取組を追記 
 

（本編 P24） 
（記述なし） 
 
（記述なし） 
 

 

その他、用語・用字の修正など、所要の整備を行っております。 

 


